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プライム市場の上場維持基準への適合状況並びに 

スタンダード市場への選択申請及び適合状況のお知らせ 

 

 今般、2023 年２月 28 日基準日時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況及び適

合に向けた計画の進捗状況等並びにスタンダード市場への選択理由及びスタンダード市場の上

場維持基準への適合状況について、下記のとおり作成しましたので、お知らせいたします。 

また、直近でのプライム市場の上場維持基準への適合状況を踏まえ、2023年４月１日施行の株

式会社東京証券取引所の規則改正に伴い、スタンダード市場への上場の再選択の機会が得られた

ことから、当社は本日開催の取締役会でスタンダード市場への選択申請することを決議いたしま

したので、お知らせいたします。 

記 

 

1. プライム市場の上場維持基準および当社の適合状況（2023年２月 28日基準日時点） 

 当社のプライム市場の上場維持基準への適合状況は以下となり、「流通株式時価総額」のみ基

準を充たしておりません。 

 株主数 流通株式数 流通株式 

時価総額 

流通株式

比率 

1 日平均

売買代金 

純資産の

額 

当社の 

適合状況 

2023 年 

２月 28 日

時点 

3,778 人 28,944 単位 71 億円 37.33% 1.34 億円 97 億円 

プライム市場の上場 

維持基準 

800 人 20,000 単位 100 億円 35% 0.2 億円 正 

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等を

もとに算出を行ったものです。 

※１日平均売買代金については、2022 年１月から 12 月までの平均として東京証券取引所が算出

した数値となります。 

  



2. 上場維持基準への適合に向けた取組の実施および評価 

 今回、基準を充たしていない流通株式時価総額に対し、上場維持基準を充たすための取り組み

として、子会社２社とともに事業・業容の拡大を図ることで売上高は前期を上回る推移を達成、

また、四半期決算ごとに投資家に向けた決算説明会を実施するなど積極的に IR活動も行い、企業

価値の向上に努めてまいりました。 

 しかしながら、以上の取り組みを続けてきたものの 2023年２月 28日基準日時点での流通株式

時価総額は 71億円であり、プライム市場上場維持基準値の 100億円に未達の結果となりました。 

 

3. スタンダード市場の選択理由 

今回、基準を充たしていない流通株式時価総額については、当社の取り組みだけでは実現でき

ない要素も多く含まれており、仮にプライム市場において経過措置中に基準を充たした場合でも、

安定的・継続的に充足する状態が保てなかった場合、将来的に上場維持基準を達成できないリス

クがあることから、当社の株主の皆様が不安を持つことなく安心して当社株式を保有・売買でき

る環境を整えることが重要だと判断いたしました。 

 また、プライム市場の上場維持基準を充たすために必要な労力やコストがかかっていることも

事実であり、限られた経営資源をより効果的に活用することが、当社の企業価値向上につながる

と考えております。 

 当社は、新市場区分のコンセプトに沿い、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、

本日開示しております「AWS とクラウドインフラ共通基盤の拡大に向けた戦略的協業開始のお知

らせ」をはじめてとして積極的な事業展開と経営戦略の実行に取り組んでおりますが、何れの市

場においても、この基本方針は変わることはありません。スタンダード市場へ移行後も、継続し

て企業価値の向上に取り組み、株主・投資家の皆様からの信頼性の高い企業として社会的責任を

果たしてまいります。 

 以下、スタンダード市場の上場維持基準および当社の適合状況（2023年２月 28日基準日時

点）となりますが、プライム市場の上場維持基準で適合していなかった流通株式時価総額も含

めて、スタンダート市場の全ての上場維持基準に適合しております。 

また、当社は、スタンダード市場への上場の選択申請時点で、同市場全ての上場維持基準に

適合している状況にあることから、今後、上場維持基準の各項目の判定基準日時点において、

同市場の上場維持基準にいずれかに適合しない状況とならない限り、「スタンダード市場の上場

維持基準への適合に向けた計画」の開示の必要はありませんが、スタンダード市場上場会社と

なる以降においても、プライム市場の上場維持基準への適合のための計画としておりました企

業価値向上のための事業を推進するとともに、当社株式の流通性向上についても継続して取り

組んでまいります。 

 株主数 流通株式数 流通株式 

時価総額 

流通株式

比率 

月平均  

売買高 

純資産の

額 

当社の 

適合状況 

2023 年 

２月 28 日

時点 

3,778 人 28,944 単位 71 億円 37.33% 11,760 

単位 

97 億円 



スタンダード市場の 

上場維持基準 

400 人 2,000 単位 10 億円 25% 10 単位 正 

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等を

もとに算出を行ったものです。 

※月平均売買高については、2022年下半期（７月～12月）の売買高合計を６（か月）で除して、

月平均として当社で試算し算出しております。 

 

4. スタンダード市場への移行予定日 

 スタンダード市場への移行予定日は 2023 年 10 月 20 日となります。この日以降において、当

社株式の取引はスタンダード市場に移行し、同市場で取引が継続されます。 

 

以上 


